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国立歴史民俗博物館事務組織規程 

 
平成 16 年 5 月 25 日 
歴 博 規 第  １５ 号 

最近改正 令和元年６月５日 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立歴史民俗博物館組織規程第３条第６項に基づき、国立歴史民

俗博物館（以下「博物館」という。）の事務組織について定めるものとする。 

 （総務課） 

第２条 総務課に次の係を置く。 

(1) 総務企画係 

(2) 人事係 

(3) 情報システム係 

（財務課） 

第３条 財務課に次の係を置く。 

(1) 財務企画係 

(2) 契約係 

(3) 施設係 

 （研究協力課） 

第４条 研究協力課に次の係を置く。 

(1) 研究教育係 

(2) 企画・渉外係 

(3) 図書係 

 （博物館事業課） 

第５条 博物館事業課に次の係を置く。 

(1) 展示係 

(2) 資料係 

 （課長補佐） 

第６条 広報サービス室に次の係を置く。 

(1) 広報・普及係 

第７条 課に課長補佐を置くことができる。 

２ 課長補佐は、課長を助け、課の事務を処理する。 

 （副室長） 

第８条 室に副室長を置くことができる。 

２ 副室長は、室長を助け、室の事務を処理する。 

 （専門員） 

第９条 課及び室に専門員を置くことができる。 

２ 専門員は、上司の命を受け、課の所掌事務に係る高度な専門的事項を処理する。 

（専門職員） 
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第１０条 課及び室に専門職員を置くことができる。 

２ 専門職員は、上司の命を受け、課及び室の所掌事務に係る専門的事項を処理する。 

 （係長） 

第１１条 係に係長を置くことができる。 

２ 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 

（主任） 

第１２条 係に主任を置くことができる。 

２ 主任は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 

 （係員） 

第１３条 係に係員を置くことができる。 

２ 係員は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 

 （雑則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、事務組織に関し必要な事項は、館長が別に定

める。 

 

附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成１７年４月２６日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年７月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年１２月２４日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２８年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和元年６月５日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

 


